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運営方針の一部見直しについて ①

【概要】

◆ 滋賀県国民健康保険運営方針は、県が、市町とともに行う国民健康保険の

安定的な財政運営ならびに市町の国保事業の広域的および効率的な運営の推

進を図ることを目的として、国民健康保険法第82条の２第１項に基づき策定

する方針です。

◆ 令和８年度から子育て世帯を支える分かち合い・連携の仕組みとして、

子ども・子育て支援金制度が始まり、全ての健康保険制度で子ども・子育て

支援納付金が賦課されることを踏まえ、その内容の一部を変更するものです。
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運営方針の一部見直しについて ②

【計画期間】
◆ 令和６年度（2024年度）～令和11年度（2029年度）までの６年間

⇒ 今回の変更は令和８年度から適用します。

【 変更のポイント】
◆ 現行の保険料（税）算定区分である「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護

納付金分」の３区分に、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を追加します。

⇒ 子ども・子育て支援納付金の創設に伴う変更

◆ 賦課方法の４方式（所得割、資産割、均等割、平等割）を削除

⇒ 令和５年度までは４方式（所得割、資産割、均等割、平等割）を採用していた
自治体があったが、令和６年度より県内すべての市町が３方式（所得割、
均等割、平等割）となっているため。
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運営方針の一部見直しについて ③
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運営方針の一部見直しについて ④
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